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平成２８年２月１７日 午後２時２５分開会 

 

１ 議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 諸報告について 

日程第４ 議案第１号 平成２７年度知多南部広域環境組合一般会計補正予算第１号 

日程第５ 議案第２号 平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計予算 

日程第６ 議案第３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

について 

日程第７ 議案第４号 知多南部広域環境組合行政不服審査会の組織及び運営に関 

する条例について 

２ 出席議員は次のとおりである（１４名） 

  １番     渡辺昭司 君       ２番     中村宗雄 君 

  ３番     岩田玲子 君       ５番     冨本 健 君 

  ６番     伊奈利信 君       ７番     松本 保 君 

  ８番     榎本芳三 君       ９番     清水英勝 君 

  10番    森川元晴 君       12番     杉浦 剛 君 

  13番     森田義弘 君       14番     鈴木一也 君 

  15番     石原壽朗 君        16番      南 賢治 君 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

   ４番    加藤久豊 君 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  管理者        籾山芳輝 君   副管理者       榊原純夫 君 

  副管理者       片岡憲彦 君   副管理者       石黒和彦 君 

  副管理者       神谷信行 君   副管理者       各務正巳 君 

  会計管理者      平野幸夫 君   事務局長       竹内宏行 君 

総務課長       中川尚之 君   事業課長       竹内久訓 君 

専門員        浅川邦治 君      半田市市民経済部長  笠井厚伸  君   

半田市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ所長 加藤明弘 君      常滑市環境経済部長  竹内洋一 君 
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常滑市生活環境課長 谷川宜隆 君      南知多町厚生部長   渡邉三郎 君 

南知多町環境課長  鈴木喜雅 君      美浜町経済環境部長  齋藤 博 君  

美浜町環境保全課長 岩本健市 君      武豊町生活経済部長  鬼頭研次 君 

武豊町環境課長   木村孝士 君 

 ５ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

  書 記 長           森 秀雄 君   書 記        上野雄介 君 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

午後２時２５分 開会 

議長（森田義弘君） 

ただいまから平成２８年第１回知多南部広域環境組合議会定例会を開会いたします。 

開会にあたりまして管理者からごあいさつをお願いします。 

管理者（籾山芳輝君） 

改めまして皆さんこんにちは、まず、先月実施をいたしました行政視察に、多くの議員

の皆さま方にご参加を頂きましてたいへんありがとうございました。本日は平成２８年第

１回知多南部広域環境組合議会定例会を招集申上げましたところ、時節柄ご多忙の中、お

集まりをいただき、たいへんありがとうございます。 

 さて、今年度の組合事業は、環境影響評価調査業務をはじめ地域計画の改定作業等、構

成市町の皆さまのご理解とご協力により順調に進捗いたしていることに改めて感謝を申し

上げる次第でございます。 

また、来年度からは、ごみ処理施設整備計画が具体化してまいります。とりわけ、ごみ 

の減量化・リサイクル率の向上・環境学習施設計画等に対する諸課題は、構成市町全体の 

課題として捉え、２市３町の将来を見据えた中で、解決していかなければいけません。引 

続き皆さまのご理解・ご協力を賜ります様よろしくお願いを申し上げます。 

本定例会にご審議をお願いいたします案件は、予算案件として、平成２７年度補正予算 

と平成２８年度の当初予算の２件、また、行政不服審査法の改正に伴います条例案件を２

件の、合わせまして４件の議案を予定しております。それぞれのご審議に際しましては、

後ほど提案説明をさせていただきますが、何とぞ、慎重なご審議の上、ご同意、ご可決賜

りますようにお願いを申し上げます。 

また、会議中議事等が円滑に進みますよう重ねてお願い申し上げ、招集のご挨拶とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 
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議長（森田義弘君） 

ありがとうございました。 

ただいまの出席議員は、１４名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりですのでよろしくお願いをします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（森田義弘君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名についてを行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７５条の規定により、冨本健議員、榎本芳三議員を指名

します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 日程第２ 会期の決定 

議長（森田義弘君） 

日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

お諮りをします。 

本定例会の会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日と決定しました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 諸報告について 

議長（森田義弘君） 

日程第３、諸報告についてを行います。 

議案説明のため、地方自治法第１２１条の規定により、管理者、副管理者を始め関係職

員の出席を求めましたので、ご報告をします。 

 次に、監査委員より議長のもとに、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、平

成２７年７月分から１２月分までの例月出納検査結果報告書、並びに地方自治法第１９９

条第９項の規定により平成２７年度知多南部広域環境組合定例監査報告の提出がありまし
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た。お手元にお配りしたとおりですので、これをもって報告にかえます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 議案第１号 平成２７年度知多南部広域環境組合一般会計補正予算第１号 

議長（森田義弘君） 

日程第４、議案第１号平成２７年度知多南部広域環境組合一般会計補正予算第１号を議

題とします。 

当局の提案説明を求めます。 

事務局長（竹内宏行君） 

それでは、ただいまご上程賜りました議案第１号、平成２７年度知多南部広域環境組合

一般会計補正予算についてをご説明申し上げます。 

議案書の１頁をお願いいたします。 

 平成２７年度知多南部広域環境組合一般会計補正予算第１号は次に定めるところにより

ます。第１条、歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

予算の金額は「第１表、歳入予算補正」によります。 

内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

４・５頁をお願いいたします。２歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目衛生費

分担金９４５万６千円を減額したします。 

２款国庫出金、１項国庫補助金、１目衛生費国庫補助金、２１６万１千円の増額は、本

年度から実施しておりますアドバイザリー業務が、年度途中において、循環型社会形成推

進交付金として認められたことによるものであります。 

３款１項１目繰越金として、平成２６年度の繰越金７２９万５千円を繰り入れます。 

国庫補助金の増額分と繰越金との合計９４５万６千円を、平成２７年度分の組合市町分

担金から各々の分担率により減額をいたします。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

議長（森田義弘君） 

提案説明は終わりました。これより議案第１号の質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

 [「なし」と呼ぶ者あり] 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これより議案第１号を採決します。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手を願います。 

（賛成者 挙手） 

賛成議員全員です。よって議案第１号平成２７年度知多南部広域環境組合一般会計補正

予算第１号は原案のとおり可決しました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 議案第２号 平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計予算 

議長（森田義弘君） 

日程第５、議案第２号平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計予算を議題とします。 

当局の提案説明を求めます。 

事務局長（竹内宏行君） 

それでは、議案第２号、平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計予算についてをご

説明申し上げます。 

議案書７頁をお願いいたします。 

平成２８年度知多南部広域環境組合の一般会計予算は、次に定めるところによります。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億８千１９１万５千円と定めます。 

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表、歳入歳出予算」に

よります。 

内容につきましては、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。 

１８・１９頁をお願いいたします。 

３歳出、１款１項１目議会費は、議員報酬や視察時のバス借上げ料等で８０万６千円を

計上いたしております。 

次に、２款１項衛生費、１目清掃総務費で、一枚跳ねていただいた、次の２０・２１頁

も併せてご覧ください。組合運営上必要となる派遣職員人件費等経常的経費として６千８

２８万３千円を計上しております。 
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次に、同じく２０・２１頁ですが、２款１項２目ごみ処理施設建設費は、１億１千８２

万６千円を計上しております。主な内容は、１３節、委託料０２の環境影響評価調査業務

委託料として、５千９１２万円、０５のごみ処理施設整備計画等策定及び施設整備・管理

運営事業者選定アドバイザリー業務委託料として、１千５８７万６千円を計上しておりま

す。 

３款１項１目予備費につきましては、当初予算で見込むことができなかった経費の支出

に充用するための経費といたしまして２００万円を計上しております。 

次に、歳入についてご説明を申し上げます。戻っていただきまして、 

１４・１５頁をお願いいたします。 

２歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目衛生費分担金は、組合市町分担金と

して組合規約に基づく分担率によりまして、組合構成市町からの分担金１億５千６７１万

５千円を計上いたしております。 

次に、２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目衛生費国庫補助金は、ごみ処理施設整備

に関する循環型社会形成推進交付金として、２千２９４万７千円を計上いたしております。 

次に、１６・１７頁をお願いいたします。 

５款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入２２５万円は、寄付を受けました

倉庫の有効活用として、月額２５万円で貸し付けるものであります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

議長（森田義弘君） 

提案説明は終わりました。これより議案第２号の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。議案第２号について討論はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これより議案第２号を採決します。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手をお願いします。 

（賛成者 挙手） 

全員賛成です。よって議案第２号平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計予算は原
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案のとおり可決しました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 議案第３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に 

関する条例について 

日程第７ 議案第４号 知多南部広域環境組合行政不服審査会の組織及び運営に 

関する条例について 

議長（森田義弘君） 

日程第６、議案第３号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につい

て、及び日程第７、議案第４号知多南部広域環境組合行政不服審査会の組織及び運営に関

する条例については、関連議案でございますので一括議題とします。 

当局の提案説明を求めます。 

事務局長（竹内宏行君） 

それでは、議案第３号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理についてご説明をい

たします。 

 議案書２７頁をお願いいたします。 

平成２６年６月に公布されました行政不服審査法の全部改正では、行政庁の処分に不服

があり当該行政庁に審査請求がなされた場合、行政庁は審理員として審理手続きを行う職

員を指名し、裁決案を作成させます。更にその裁決案を新設の第３者機関である行政不服

審査会に諮問し、裁決していくこととなりました。本案は、こうした制度改正に伴う２つ

の関係条例の整理であります。 

条文についてをご説明申し上げます。 

 第１条は知多南部広域環境組合情報公開条例の一部改正で、情報公開請求に係る公開可

否の決定に対する審査請求については、現行制度において既に審査会を置く等、公正な審

理が可能であることから、行政不服審査法で規定する審理手続きは適用しないとするもの

であります。 

同条例第１３条第１項では、審理員を置かず、同条第２項では、行政不服審査会ではな

く、情報公開審査会を諮問先とする旨を規定いたします。 

 次の頁をお願いいたします。 
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第１３条の２は、審査請求に関する規定で、第１項は従来の不服申立てを審査請求の文

言に改め、第２項は審査請求ができる期間を６０日以内から３か月以内に延長し、第３項、

第４項、第５項も同様の文言整理であります。 

 第２条は、知多南部広域環境組合情報公開審査会条例の一部改正で、同じく、不服申立

てを審査請求に改める等の文言整理であります。 

 附則といたしまして、第１項は施行期日で、この条例は、行政不服審査法の施行日とな

る平成２８年４月１日から施行いたしたいとするもので、附則第２項は、この条例の施行

前になされた処分等に対する不服申立てについての経過措置を定めたものであります。 

 続きまして、議案第４号知多南部広域環境組合行政不服審査会の組織及び運営に関する

条例の制定についてご説明をいたします。 

 議案書３１頁をお願いいたします。 

本案は、行政不服審査法の全部改正により、審査案件に係る裁決案を諮問するために、

新たに置くこととなった第３者機関である知多南部広域環境組合行政不服審査会に関し、

条例を制定いたしたいとするものであります。 

条文についてをご説明申し上げます。 

 第１条は趣旨規定で、知多南部広域環境組合行政不服審査会を設置し、その組織及び運

営に関し必要な事項を定める旨を規定いたします。 

 第２条は所掌事項に関する規定で、行政不服審査法に規定されている事項を所掌すると

し、第３条は組織に関する規定で、委員５人以内で組織するといたします。 

 第４条は委員に関する規定で、委員は管理者が委嘱し、その任期は２年といたします。

また、当該委員には、守秘義務が課せられます。 

 第５条は会長に関する規定で、会長は委員の互選により選任するとし、第６条は委任に

関する規定で、この条例の規定のほか、必要な事項は規則で定めるものといたします。 

 附則といたしまして、この条例は、行政不服審査法の施行日となる平成２８年４月１日

から施行いたしたいとするものであります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

議長（森田義弘君） 

提案説明は終わりました。これより議案第３号、及び議案第４号の質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 
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質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。議案第３号、及び議案第４号について、討論はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これより議案第３号、及び議案第４号を採決します。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手をお願いします。 

（賛成者 挙手） 

全員賛成です。よって議案第３号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例について、及び議案第４号知多南部広域環境組合行政不服審査会の組織及び運営に関

する条例については原案のとおり可決しました。 

議長（森田義弘君） 

以上で今定例会に付議されました事件の議事はすべて終了いたしました。 

これにて、平成２８年第１回知多南部広域環境組合議会定例会を閉会します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

午後２時４６分閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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